
札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（１／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 

第１条～第３条 （現行のとおり） 

（補助対象工事） 

第４条 補助対象となる工事は、民間一時滞在施設である既存の建築物

に関するもので、災害等による停電時に民間一時滞在施設の宿泊者以

外の旅行者を受け入れるために必要な電源を供給するための設備に

係るもので別表１に定めるものとする。 

第５条～第 11 条 （現行のとおり） 

（計画の変更及び中止） 

第 11 条 （現行のとおり） 

２・３ （現行のとおり） 

４ 市長は第１項の規定による補助事業の中止の要請を受けたときは、

速やかにこれを承認し、第７条第３項又は第８条第３項の規定による決

定通知を取り消し、計画変更等承認通知書（様式８）により交付決定者

に通知するものとする。 

第１条～第３条 （省略） 

（補助対象工事） 

第４条 補助対象となる工事は、民間一時滞在施設に関するもので、災

害等による停電時に民間一時滞在施設の宿泊者以外の旅行者を受け

入れるために必要な電源を供給するための設備に係るもので別表１

に定めるものとする。 

第５条～第 11 条 （省略） 

（計画の変更及び中止） 

第 11 条 （現行のとおり） 

２・３ （現行のとおり） 

４ 市長は第１項の規定による補助事業の中止の要請を受けたときは、

速やかにこれを承認し、第７条第２項又は第８条第３項の規定による決

定通知を取り消し、計画変更等承認通知書（様式８）により交付決定者

に通知するものとする。 



札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（２／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 

（実績報告書等の提出） 

第 12 条 交付決定者は、第８条第３項の規定による補助金交付決定を

受けた後、速やかに当該通知に係る補助対象工事に着手し、当該工事が

完了した日から起算して 30 日を経過する日又は当該通知を受けた年度

の３月 15 日までのいずれか早い日までに、別表５に定める書類を添付

した実績報告書（様式９）及び銀行口座振込同意書（様式 12）を、市長

に提出しなければならない。 

２ （現行のとおり） 

（補助金交付額の確定） 

第 13 条 市長は、前条による実績報告書の提出があったときは、第８

条第３項の規定による交付決定の内容と照合審査を実施することと

し、交付決定内容及びこれに付した条件に適合していると認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書（様式 10）

により、交付決定者に通知するものとする。 

２～４ （現行のとおり） 

（補助金の交付） 

第 14 条 市長は前条第 1 項の規定による通知を行った後、速やかに補

助金を交付するものとする。 

（実績報告書の提出） 

第 12 条 交付決定者は、第８条第３項の規定による補助金交付決定を

受けた後、速やかに当該通知に係る補助対象工事に着手し、当該工事

が完了した日から起算して 30 日を経過する日又は当該通知を受けた

年度の３月 15 日までのいずれか早い日までに、実績報告書（様式９）

に別表５に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

２ （省略） 

（補助金交付額の確定） 

第 13 条 市長は、前条による実績報告書の提出があったときは、第９

条第３項の規定による交付決定の内容と照合審査を実施することと

し、交付決定内容及びこれに付した条件に適合していると認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書（様式 10）

により、交付決定者に通知するものとする。 

２～４ （省略） 

（請求書の提出及び補助金の交付） 

第 14 条 市長は前条第 1 項の規定による通知を受けた交付決定者の請

求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。 



札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（３／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 

第 15 条～第 20条 （現行のとおり） 

（雑則） 

第 21 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、観光・ＭＩＣＥ担当局

長が定める。 

（付則）

この要綱は令和３年４月 13 日から施行する。

第 15 条～第 20条 （省略） 

（雑則） 

第 21 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、経済観光局長が定める。

（新設） 



提出書類 

① 納税証明書 

② 経費内訳書（見積書） 

 ・別表１の補助対象経費の項目を参考に、補助対象・対象外の経

費等がわかる経費明細書を作成すること 

 ・発電装置を設置する場合は、メーカー名・型番を記載すること

③ 設置場所の現況写真 

④ 施工前の図面 

 ・補助対象工事に係る設備内容や仕様が記載している図面 

⑤ 施工後の完成予定図面 

 ・補助対象工事に係る設備内容や仕様が記載している図面 

 ・ホテル受入機能を維持するために、停電時に発電装置から電源

供給する設備範囲がわかる図面（受変電系統図・結線図等）

 ・民間一時滞在施設として受け入れた旅行者が滞在する場所を

示す平面図（滞在する場所の床面積がわかるもの） 

⑥ 事業スケジュール表 

 ・工事工程や申請書類提出スケジュール 

⑦ その他市長が必要と認める書類 

提出書類 

① 納税証明書 

② 経費内訳書（見積書） 

 ・別表１の補助対象経費の項目を参考に、補助対象・対象外の経

費等がわかる経費明細書を作成すること 

 ・発電装置を設置する場合は、メーカー名・型番を記載すること

③ 設置場所の現況写真（発電装置の設置に伴う補助対象工事に

係るもの。その他は不要）

④ 施工前の図面 

 ・補助対象工事に係る設備内容や仕様が記載している図面 

⑤ 施工後の完成予定図面 

 ・補助対象工事に係る設備内容や仕様が記載している図面 

 ・ホテル受入機能を維持するために、停電時に発電装置から電源

供給する設備範囲がわかる図面（受変電系統図・結線図等）

 ・民間一時滞在施設として受け入れた旅行者が滞在する場所を

示す平面図（滞在する場所の床面積がわかるもの） 

⑥ 事業スケジュール表 

 ・工事工程や申請書類提出スケジュール 

⑦ その他市長が必要と認める書類 

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（４／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 

別表１～別表３ （現行のとおり） 

別表４ 交付申請添付書類 

別表５ （現行のとおり） 

別表１～別表３ （省略） 

別表４ 交付申請添付書類 

別表５ （省略） 



札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（５／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 



札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（６／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 

（様式２）

札幌市長　宛て

□

□

□

□

申込者・申請者 〒

（設置する設備の所有及び支払い名義人）

会社名又は

団体名

補助対象となる民間一時滞在施設

施設名称

代表者名

施設等の所有者等 １．施設の所有者：

２．施設の運営者：

工事計画期間

工事完了及び実績報告書提出予定日

補助対象経費・交付申請額 補助対象経費 金 円 （千円未満切捨て）

交付申請額 金 円 （千円未満切捨て）

担当者

・申込みの場合は１～４、６、７を記入

・申請の場合は、１～３、５～７を記入

・申込み年度に事業を開始し完了できる場合は、申し込みと申請を同時に行うことが可能。

・申込内容変更の場合は、1、２、７のほか、変更になる欄を記入

・申込中止の場合は、1、２、７を記入

e-mail：

７ 担当者名： TEL：

６

３

４ 令和　　年　　月 ～ 令和　　年　　月

５ 工事完了：令 和 年 月 日 提出予定： 令 和 年 月 日

代表者名

２
所在地

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業

補助金交付（変更・中止）申込・申請書

令和　　年　　月　　日

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり申込みます。

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり申請します。

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり申込内容を変更
します。

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり申込みを中止し
ます。

１
住所

（様式２）

札幌市長　宛て

□

□

□

□

申込者・申請者 〒

（設置する設備の所有及び支払い名義人）

会社名又は

団体名

補助対象となる民間一時滞在施設

施設名称

代表者名

施設等の所有者等 １．施設の所有者：

２．施設の運営者：

工事計画期間

工事完了及び実績報告書提出予定日

補助対象経費・交付申請額 補助対象経費 金 円 （千円未満切捨て）

交付申請額 金 円 （千円未満切捨て）

担当者

・申込みの場合は１～４、６、７を記入

・申請の場合は、１～３、５～７を記入

・申込み年度に事業を開始し完了できる場合は、申し込みと申請を同時に行うことが可能。

・申込内容変更の場合は、1、２、７のほか、変更になる欄を記入

・申込中止の場合は、1、２、７を記入

e-mail：

１

２

工事完了：

担当者名：

５

６

７

４ ～

TEL：

令和　　年　　月 令和　　年　　月

代表者名

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり申込みます。

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり申請します。

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり申込内容を変更
します。

３

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり申込みを中止し
ます。

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業

住所

提出予定：令 和 年 月 日令 和 年 月 日

印

所在地

補助金交付（変更・中止）申込・申請書

令和　　年　　月　　日



札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（７／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 

工事計画書（様式２：別添）

申し込みと同時に申請する場合は該当しない

市税の納税証明書 直近のもの。札幌市内に事務所又は事業所がある法人に限る

施設所有者と宿泊施設事業者・運営者が違う場合に提出

補助対象・対象外の経費等がわかる明細が記載されていること

導入機器のメーカー名・型番が記載されていること

滞在する場所の床面積が確認できるもの

発電装置の設置に伴う補助対象工事の場合。その他は不要

事業スケジュール表 工事工程のほか、申請書類提出スケジュール等

㎡

㎡

□ □

宴会場、ロビー、レストラン等、旅行者が滞在できる可能性がある面積の合計

上記のうち、本補助金の交付上限額算定の対象となる面積の合計

施工前の図面
補助対象の施工範囲、設備入替・改修の場合はその設備等の仕様

が記載されていること
－ □

施工後の完成予定図面
補助対象の施工範囲、設備入替・改修の場合はその設備等の仕様

が記載されていること
－ □

民間一時滞在施設として旅行者が滞在

する場所を示す平面図
□ □

設置場所の現況写真 － □

所有者及び運営者の合意書（様式1） □ －

経費内訳書（見積書） □ □

補助対象施設の所有者であることを示

す「不動産登記簿謄本」
□ －

締結した個別協定書の写し □ －

施設の位置図 □ －

補助金交付予定者選定通知書の写し － □

－ □

添付書類 要件 申込 申請

□ －

工事計画書（様式２：別添）

申し込みと同時に申請する場合は該当しない

市税の納税証明書 直近のもの。札幌市内に事務所又は事業所がある法人に限る

施設所有者と宿泊施設事業者・運営者が違う場合に提出

補助対象・対象外の経費等がわかる明細が記載されていること

導入機器のメーカー名・型番が記載されていること

滞在する場所の床面積が確認できるもの

工事スケジュール表 工事工程のほか、申請書類提出スケジュール等

㎡

㎡

申請申込要件添付書類

□ □

経費内訳書（見積書） □ □

民間一時滞在施設として旅行者が滞在

する場所を示す平面図
□ □

－ □

補助対象施設の所有者であることを示

す「不動産登記簿謄本」
□

宴会場、ロビー、レストラン等、旅行者が滞在できる可能性がある面積の合計

上記のうち、本補助金の交付上限額算定の対象となる面積の合計

施工前の図面
補助対象の施工範囲、設備入替・改修の場合はその設備等の仕様

が記載されていること
－ □

施工後の完成予定図面
補助対象の施工範囲、設備入替・改修の場合はその設備等の仕様

が記載されていること
－ □

－

所有者及び運営者の合意書（様式2） □ －

□ －

締結した個別協定書の写し □ －

補助金交付予定者選定通知書の写し － □



札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（８／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 



札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（９／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 



札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（10／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 



札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（11／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 



札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（12／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 

（新設） 



札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（13／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 



札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業補助金交付要綱 新旧対照表（14／14） 

（下線の部分は改正部分） 

新 旧 


